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 みなかみ町教育委員会 

  教育支援センター 「みらい」  Ｒ５.４.１改名 

  □開設      平成２３年４月１日 

  □代表者職名      専任指導員 尾 上 恭 一 

  □所在地        〒379-1305 みなかみ町後閑３１８番地 

                    みなかみ町中央公民館 

  □電話／ＦＡＸ    ＴＥＬ  （0278）62－2275 

          ＦＡＸ  （0278）62－0632 

  

 １ 運営の目的 

（１）不登校児童生徒に、安心して学習できる 

居場所を提供し、集団適応を促し、自主的

な学校生活への復帰を援助するため、「み

なかみ町教育支援センター」を設置する。 

（２）「みなかみ町教育支援センター」は、み

なかみ町教育委員会の事業の一環として、

教育相談、集団適応指導等を組織的、計画

的に行う。 

 

２ 令和６年度職員の構成・分担 

職 員 業務内容 

 管理主事 １名  総括 

 専任指導員１名  指導全般･教育相談 

 各種連携全般 

 

３ 入所対象及び受け入れ状況 

（１） 入所対象 

     学校に登校できない町内の小学校及び中

学校に在籍する本人及び保護者が希望し、

校長が認め、みなかみ町教育委員会が承認

した児童生徒。 

（２） 受け入れ状況（令和５年度）      

  小学生 ２名  中学生４名   計６名 

 

４ 令和６年度開設状況   

（１） 開設日時     

  学校の休業日を除く月曜日から金曜日 

    ９：３０～１５：３０ 

（２） 開設期間 

・１学期 

・夏季休業中(希望者) 

４月８日～７月 19日 

８月１日～８月 10日 

８月 27日～12月 24日 

１月９日～３月 13日 

１月９日～３月 24日 

１月９日～３月 26日 

・２学期 

・３学期 

  

中３ 

           小６ 

その他の学年→  

 

（３） 日程時       

時  間 主な活動内容 

9:30～(原則) 

 

 

9:40～12:00 

 

 

12:00～13:00 
 

13:00～15:15 

 

 

15:15～15:30 

 

 15:30（原則） 

〇児童生徒来所 

 １日の活動の確認 

 ｢生活記録表｣予定記入  

〇学習Ⅰ、学習Ⅱ 

（学習：教科、読書等） 

    

〇昼食、清掃 
 

〇学習Ⅲ、学習Ⅳ 

（栽培、体験、交流等） 

 

〇片づけ １日の反省   

 ｢生活記録表｣への記入 

○退所 

（４） 主な行事予定 （令和６年度）  

４月 開始行事 

５月 花苗植え（奉仕作業） 

６月 校外学習 

７月  

８月 休業中の補習授業(希望者) 

９月  

10月 町内遠足 栽培活動 

11月  

12月 クリスマス会 

１月  

２月  

３月 終了行事 
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５ 入所・退所の進め方 

（１） 入所の手続き 

相談受付 
 

 

     ↓ 

来所相談・適応指導教所見学 
 

 
     ↓ 

入所願 (様式１) 
（保護者 → 学校） 

 
 
 

     ↓        

入所申込書 

(様式２) 
（学校→町教育委員会） 

 
  

 
 

     ↓ 

入所審査 
 
 

 

― 入所審査 ― 

教育長  教育課長 専任指導員 

相談員（管理主事） 他 

 

 

 

 

     ↓ 

入所許可通知書 

(様式３) 

 

 

 
     ↓              

入所開始 
（町教育委員会 → 学校・保護者） 

  

（２） 退所の手続き  

退所通知書 

(様式４) 
（町教育委員会 → 学校・保護者） 

 

 

 

 

 

― 退所の決定 ― 

保護者 本人 在籍校長  教育長 

教育課長 専任指導員  相談員（管理  

主事） 

 

〇学校復帰が望ましいと認めるとき 

〇その他諸事情によるとき 

 

 

    

 

 

 

 

 

※ 退所後も必要に応じて該当児童生徒の在籍 

   校と連携し、学校生活への適応を支援する。 

 

 

 

６ 学校，家庭及び関係機関との連携 

（１） 学校との連携 

  〇入所している児童生徒の情報に関して在籍

校に毎週「出席状況報告書」を送付し、定 

  期的に連絡を取り合う。 

 ○スクールカウンセラー、ケース検討会議等 

での情報交換を基に、通所生が安心して登 

校できる環境作りを支援する。 

  〇在籍の担任及び学校と適宜連絡を取り合い 

こちらの状況を報告したり、在籍学校・学

級の様子等を通所生に伝え、安心感を与え

る。 

 

（２） 家庭との連携 

  〇保護者との面談を実施し、個々の児童生徒 

に応じた学習面，生活面の対応を話し合う。 

  〇保護者同士の情報交換ができたり、支え合 

える環境づくりに努める。 

  （保護者会等の開催） 

 ○保護者へのサポートを継続する。       

 

 （３） 関係機関との連携                   

○それぞれの事案について必要に応じてケー 

ス会議を開催する。 

〇専門機関との連携を図り、児童生徒への理 

解を深める。(社協、子育て健康課、医療 

機関) 

〇地域の施設等への訪問や連携の機会を設け

たりするなど外部の人たちとの接触機会を

増やし交流を行い自尊感情や有用感を高め

る。 

 

７ 特色ある活動                         

 ○体育的活動；毎週金曜日の午前中２時間 

（みなかみ町社会体育館借用） 

 ○北毛フレンドリークラブの利用 

 ○施設外活動 

    ・みなかみ町内にある観光施設等の利用 

 ○第３の居場所｢ピース・オブ・ケイク｣との 

  相互交流   


